
公的資金補償金免除繰上償還公的資金補償金免除繰上償還公的資金補償金免除繰上償還公的資金補償金免除繰上償還にににに係係係係るるるる財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画財政健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　団体の概要

団体名

２　財政指標等

標準財政規模（百万円）

地方債現在高（百万円）

積立金現在高（百万円）

３　合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

４　財政健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

2.6(H17)

基 本 方 針

〔合併期日：平成１７年１１月１日〕
　目標とする地域の将来像を「日本のふるさと・豊かな水と緑あふるる故郷、木曽」とし、暮
らしを支えるネットワークづくり、心豊かな人づくり等６つの基本理念と、「木曽ブランド」
発信プロジェクト、「交流拠点」拡大プロジェクト等の主要施策を掲げている。また、住民と
行政が対等協力のパートナーとして、住民自らが自らの地域を考え治めていく、個性あふれる
豊かな地域づくり（住民自治、公民協働のまちづくり）を新町の基本姿勢としている。

内　　　容

　行政の効率化と地域の活性化を求め合併を選択し、大幅な経費削減
につながったが、人口減等による税・地方交付税の減少や多額な公債
費・繰出金等が財政の硬直化をもたらしており、今後さらなる人件費
や物件費等の削減を行い財政の健全化を図っていくこととする。ま
た、類似団体に比較し極端に多い地方債残高を削減し公債費負担を軽
減するため、計画的な繰上償還の実施と新規起債発行の抑制を図るこ
ととする。

木曽町財政健全化計画（公債費負担対策）

平成１９年度～平成２３年度まで

木曽町行政改革実施計画書「集中改革プラン」　Ｈ17～21

区　　分

計 画 名

計 画 期 間

既 存 計 画 と の 関 係

公 表 の 方 法 等

198
構成団体名

財政力指数

実質公債費比率　(％)

経常収支比率　　(％)

実質収支比率　　(％)

うち普通会計債現在高(百万円) 16,874(H17)84.6(H17)

21.0(H18)

13,900国調人口(H17.10. 1現在)

職員数(H19. 4. 1現在)

注１　団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」

　　欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄は、普通会計の全職員数を記載すること。

１２月議会で説明，広報誌・ホームページへの掲載

木曽町

6,583(H17)

30,587(H17)

13,713(H17)

1,925(H17)

うち公営企業債現在高(百万円)

0.324(H18)

　注　平成17年度（又は平成18年度）の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。

　　　なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等

　　の構成団体の各数値を加重平均したものを用いるものとする（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険

　　資金について対象としない財政力指数１．０以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数

 　を記載すること。）。

　注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨
　■　旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨
　□　該当なし

　　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　　ものに限る。）をいう。

　　３　□にレを付けた上で要旨を記載すること。また、要旨については、別様としても差し支えないこと。
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Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

一
般
会
計

出
資
債
等

一
般
会
計

出
資
債
等

4,438 4,438

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

臨時地方道整備事業
普
通
会
計
債

事業債名

小　　　計　　　　 (A)

一
般
会
計

出
資
債
等

普
通
会
計
債

公営住宅建設事業

義務教育施設整備事業

7,000 7,000

7,0007,000

3,056 1,900 4,956

3,056 3,056

1,900 1,900

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高) 合　　計

4,200

17,359

132,772

4,200

109,177

38,005

7,031

90,567

31,877 77,300

6,236

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

病院事業

小　　　計　　　　 (B)

公営住宅建設事業

義務教育施設整備事業

一般事業・文教施設

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高) 合　　計

4,438

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 42,443 90,567 4,200

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 3,056 1,900

7,000

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 7,000

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

4,956

4,438

137,210

合　　計

6,128

旧 資 金 運 用 部 資 金
43 91 5繰上償還希望額

繰上償還希望額

138

5 13 1 17

4 2繰上償還希望額

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

10公営企業金融公庫資金 10

5旧簡易生命保険資金

6,236
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Ⅱ　財政状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 公債費負担対策

課 題 ② 定員管理の適正化と人件費抑制

課 題 ③ 公営企業繰出金の削減

課 題 ④ 物件費等行政管理経費の削減

課 題 ⑤ 税収入等の確保

留 意 事 項

財 政 運 営 課 題

内　　　　容

　国勢調査人口は１０年間で１，３２１人（８．７％）減少、内１５歳
未満は２３．６％減、６５歳以上は２３．８％増と急速に過疎化、少子
高齢化が進行しており、税収はピーク時に比較し約３億円、地方交付税
は約１２億円減少している。こうした厳しい状況の中、行政の効率化と
地域の活性化を求め４町村による合併を選択した。
　１９年度の決算規模は１０５億円程度で、合併に伴う職員・議員等の
人件費削減や事業の厳選等によって、地域交通システム等の新規事業が
あるものの、合併年度と比較して約２５億円減少する見込みである。し
かし、もともと財政基盤の弱い団体（財政力指数0.21～0.37）の合併で
あり、観光客の減少や景気低迷の継続による税収減、収入の約４割を占
める地方交付税の減少、公債費負担の増加等により非常に厳しい財政運
営となっている。経常収支比率は８６．７％と年々上昇している。ま
た、合併前の４町村がそれぞれ整備した学校や道路、下水道、福祉施設
等に充当した地方債の残高が多額で、その償還が現在ピークとなってい
ることに加え、広域連合のごみ処理施設の公債費負担、債務負担行為で
実施した畜産基地建設事業の償還等が重なり、実質公債費比率は２１．
９％となるなど、財政の硬直化が進んでいる。

　税・使用料等の未収金は１８年度末で約１億３千万円あり、財源確
保、公平性等の観点からこの対策が大きな課題となっている。合併後専
任の徴収係を設置したが、今後全庁を挙げた徴収対策を実施するととも
に、差押さえ等の手段も行使したい。また未利用町有地の積極的な売却
等により財源の確保を図る必要がある。

　合併による事務事業の見直しや指定管理者制度導入等により物件費等
行政管理経費を徹底的に削減しているが、合併後の諸課題に対応した町
営バス、評価統合、総合計画策定等の増加要因も多い。今後行政評価の
導入や職員の意識改革等によってさらに削減するとともに、広域連合分
担金等も抑制していきたい。

　山間地に集落が点在する旧４町村での上下水道整備は多額の事業費が
かかり、公債費に係る繰出金が多額となっている。２１年度には下水道
整備が終了し公債費も減少するが、使用料の定期的な見直し、施設維持
費削減、計画的な繰上償還等によって繰出金を抑制したい。

　合併により特別職・議員・一般職とも減少し人件費が削減されたが、
人口千人当たりの職員数は、類似団体の１０人に比較し１５人となお５
割多い。この内５人は総合支所職員であり、支所の縮小や組織改革も含
め計画的な職員数削減を行い、人件費を抑制していかなければならな
い。

　１８年度末の地方債残高は１７０億円（普通会計）と非常に多額であ
り、人口１人当たりの残高は類似団体の約３倍となっている。１８年度
に公営企業分含めて２９３百万円、１９年度に１７３百万円の縁故資金
繰上償還を実施したが、今後も積極的な繰上償還と新規起債発行の抑制
により公債費負担の軽減を図りたい。
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Ⅲ　今後の財政状況の見通し
（単位：百万円）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

地方税 2,064 1,981 1,985 1,920 1,884 1,960 1,929 1,900 1,882 1,865

地方譲与税 455 469 530 521 569 464 451 451 451 451

地方特例交付金 55 53 53 53 35 9 6 6 6 6

地方交付税 5,215 4,775 4,590 4,911 4,683 4,536 4,247 4,238 4,164 4,047

小計（一般財源計） 7,789 7,278 7,158 7,405 7,171 6,969 6,633 6,595 6,503 6,369

分担金・負担金 72 65 75 36 30 30 27 27 27 27

使用料・手数料 399 367 336 308 331 320 317 313 311 308

国庫支出金 223 379 452 412 279 593 203 197 191 185

うち普通建設事業に係るもの 16 149 226 118 95 335 90 90 90 90

都道府県支出金 647 501 446 423 399 370 350 340 329 320

うち普通建設事業に係るもの 307 149 70 53 31 40 40 40 40 40

財産収入 184 200 158 265 164 152 150 150 150 150

寄附金 520 1 207 5 1

繰入金 292 524 848 1,218 250 180 150 150 150 150

繰越金 210 184 216 183 172 133 100 100 100 100

諸収入 1,045 316 254 253 197 214 200 200 200 200

うち特別会計からの貸付金返済額

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額 67 67 67

地方債 1,431 1,699 1,832 2,488 1,973 1,580 1,003 1,282 1,067 1,053

特別区財政調整交付金

12,812 11,514 11,982 12,996 10,967 10,541 9,133 9,354 9,028 8,862

人件費　　　　　　　ａ 2,108 2,090 2,060 1,869 1,712 1,653 1,619 1,576 1,537 1,520

うち職員給 1,303 1,296 1,238 1,168 1,221 1,163 1,129 1,086 1,047 1,030

物件費　　　　　　　ｂ 1,413 1,403 1,385 1,446 1,311 1,380 1,323 1,305 1,288 1,270

維持補修費　　　　　ｃ 93 98 94 100 109 140 141 143 144 146

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　　ｄ 3,614 3,591 3,539 3,415 3,132 3,173 3,083 3,024 2,969 2,936

扶助費 179 254 270 293 303 305 311 317 324 330

補助費等 1,537 1,478 1,464 2,361 1,939 1,545 1,277 1,264 1,202 1,199

うち公営企業(法適)に対するもの 5 6 3 3 1 1 1 1 1 1

普通建設事業費 2,017 1,914 2,623 2,388 1,386 1,843 962 1,216 1,062 1,009

うち補助事業費 600 641 724 439 263 428 200 200 200 200

うち単独事業費 1,417 1,273 1,899 1,949 1,123 1,415 762 1,016 862 809

災害復旧事業費 19 118 226 187 31

失業対策事業費

公債費 3,147 2,193 2,198 2,117 2,123 2,243 2,087 2,131 2,081 2,008

うち元金償還分 2,705 1,819 1,856 1,816 1,827 1,954 1,805 1,851 1,796 1,720

積立金 796 486 197 846 286 239 267 272 275 280

貸付金 100 72 71 27 2 2 2 2 2 2

うち特別会計への貸付金

うち公社、三ｾｸへの貸付金 67 67 67

繰出金 1,178 1,240 1,307 1,151 1,374 1,060 1,044 1,028 1,013 998

うち公営企業(法非適)に対するもの 816 913 843 773 984 734 708 680 665 656

その他 11 41 2

12,598 11,269 11,787 12,824 10,734 10,441 9,033 9,254 8,928 8,762

　【財政指標等】

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

形式収支 214 245 195 172 233 100 100 100 100 100

実質収支 213 235 182 172 194 100 100 100 100 100

標準財政規模 7,207 6,685 6,540 6,583 6,466 6,489 6,320 6,324 6,264 6,158

財政力指数 0.274 0.284 0.295 0.305 0.324 0.339 0.357 0.363 0.368 0.371

実質赤字比率　　　(％)

経常収支比率　　　(％) 80.2 81.0 85.1 84.6 86.7 87.0 87.4 87.6 87.7 87.8

実質公債費比率    (％) － － － 21.0 21.9 21.3 20.4 19.7 18.7 18.0

地方債現在高 16,345 16,225 16,202 16,874 17,021 16,647 15,845 15,276 14,547 13,880

積立金現在高 2,504 2,569 2,072 1,925 1,961 2,120 2,237 2,359 2,484 2,614

財政調整基金 1,149 1,428 1,351 1,153 1,100 1,139 1,106 1,078 1,053 1,033

減債基金 171 107 91 89 80 50 50 50 50 50

その他特定目的基金 1,184 1,034 630 683 781 931 1,081 1,231 1,381 1,531

区　　分

（単位：百万円）

歳 入 合 計

区　　分

歳 出 合 計
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Ⅳ　行政改革に関する施策

具　体　的　内　容

木曽町建設計画は、自然や歴史文化を活かした木曽ブランドの発信、官民協働のまちづくり等を基本としている。合併により議員定数
は特例を適用せず３２人減少、特別職は収入役を置かないこととし１２人減少、一般職は早期勧奨退職等により２ヵ年で２７人（公営
企業含む）減少した。また、事務事業調整により保育料、上下水道料金等を高い町村に合わせ引上げたほか、各町村単独事業の整理統
合、臨時職員の整理と賃金統一、各種補助金・負担金の統一等を行い、経常的経費の抑制と財源確保を図った。

課題②の定員管理の適正化に関して、町職員定数適正化委員会及び行政改革委員会の議論を踏まえ、合併前２４１人（普通会計と公営
企業会計の合計）の職員数を集中改革プランの目標年度（２１年度）に２００人、当計画の最終年度（２３年度）に１９５人とする計
画である。早期退職勧奨制度（管理職５９歳）と新規採用職員の抑制、総合支所の見直し等によって、今後も計画どおりに削減を進め
ていく方針である。

◇　国家公務員の給与構造改革を
　踏まえた給与構造の見直し、地
　域手当のあり方

課題②の人件費抑制について、合併時において人事院勧告とは別に給与水準の切下げ（初任給切下げ、平均を上回る号俸のカット、昇
給停止）を実施した。給与構造改革については、俸給表の見直し、昇給時期の統一、経過措置等を１７年度人事院勧告どおりに実施し
ている。地域手当は対象外であり支給していない。給与への勤務実績反映については、１９・２０年度に人事評価制度に向けた職員意
識調査、システムの構築等を計画しており、他市町村の動向も考慮しながら検討したい。

◇　技能労務職員の給与のあり方

技能労務職員については、現在給食調理員４名のみである。民間と比較すると平均年齢は11.3歳高く平均給与月額は11千円低くなって
いる。技能職は４名と少数で平均年齢が高いことから平均給与月額は高くなることが予想されるが類似職種との比較や今後の見通し等
の検討を行い１９年度中を目途にホームページ等により方針等を公表し情報開示していく。今後は、現在勤務している４施設について
も給食調理員の新規採用は行なわず、そのほかの小中学校９校、保育所５園中１０施設と同様に臨時（嘱託）職員に切り替え、課題②
人件費抑制の一環として順次切り替えていく方針である。このほか、庁舎管理等の技能労務職員は現在すべて臨時職員又はシルバー人
材センター等委託職員となっており今後も継続していく方針である。

◇　退職時特昇等退職手当のあり方
町村合併に向け職員数を削減するため旧４町村統一の早期退職勧奨要綱を制定し、合併前早期退職時に上乗せ措置を実施した。合併後
は課題②の人件費抑制方針に基づき、退職手当組合で認められている特別負担金なしの特昇も含め退職時特昇を廃止している。

◇　福利厚生事業のあり方
町単独の福利厚生事業については、労働安全衛生法に基づいた健康診断の助成のみである。課題④の経常的経費削減方針に基づき、ス
ポーツ大会や親睦旅行の助成等は合併前に廃止している。市町村職員共済組合等の事業費負担については、安易に引上げることのない
よう要望するほか、その適正化についても求めていく方針である。

課題④の物件費等削減については、合併前にそれぞれの町村で前年度比一律１０％減等の徹底的な削減を行ってきた。合併に伴い町営
バスや評価統合等増加要因もあるが、事務事業調整や施設維持費削減、臨時職員削減等により約７千万円減少した。今後も消耗品、委
託料、使用料等の徹底的な削減と職員の意識改革等を進め、２３年度までに更に７千万円削減する計画である。

指定管理者制度については、現在合併前の指定施設１０を含め３３施設を指定し協定を締結している。特に３スキー場については、赤
字補てんしないことを条件に指定管理を導入しており、課題③の公営企業繰出金の削減につながっている。今後も課題④の物件費削減
に向け、民間の発想による収益増や管理経費削減を各管理者に求めるほか、町民プール等直営施設の指定管理も随時進めていきたい。
ＰＦＩについては採算性の問題から難しい面もあるが、新規施設等において研究・検討したい。

項　　　目

１　合併予定市町村等にあってはその予定
　とこれに伴う行革内容

２　行革推進法を上回る職員数の純減や人
　件費の総額の削減

３　物件費の削減、指定管理者制度の活用
　等民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

○　物件費の削減

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用
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Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

課題⑤の税収入の確保を図るため、合併後に徴収専任の収納係（２名）を設置した。この結果、１８年度徴収率は前年度より０．６％
上昇した。今後収納係と保育料、住宅使用料、上下水道料等担当係との連携を密にし、町全体の未納対策を強化するとともに、差押さ
えや給水停止勧告等を実施していく方針である。また、売却可能な町有地処分は今までも積極的に進めてきたが、地籍調査の進展に合
わせ更に未利用町有地の売却を行い歳入の確保を図りたい。

当町に地方公社はない。施設管理等を行う財団法人の振興公社は２団体あり、町の債務保証等はないが、経営の効率化を図るため統合
について検討していきたい。

◇　給与及び定員管理の状況の公表 給与及び定員管理等の状況について、毎年広報誌に掲載するほか、町ホームページ上に公開し住民へ周知している。

◇　財政情報の開示
財政状況の公表に関する条例に基づき年２回（６・１２月）公表しているほか、予算の概要は４月、決算とバランスシートは１０月の
広報誌に掲載している。また、予算・決算の概要をなるべく早期に、分かりやすい形でホームページ上に公開し住民へ周知している。

まず公会計制度の見直しに関する研修・研究を行い、正確な公有財産の把握から始めたい。精度の高い公有財産台帳を整備した後、平
成２２年度決算から地方行革新指針に基づく財務諸表４表を作成する予定である。

木曽町の行政評価システムを構築するため、民間会社に支援業務を委託し、今年度当初からプロジェクトチームの打合せ、評価対象事
業の棚卸し、職員研修会等を実施している。今年度中に全職員による事務事業評価シートの記入、二次評価等を行って継続的な評価シ
ステムの構築を行う予定である。２０年度から本格的に実施し、事務事業の廃止や見直しによって課題④の物件費、補助費等の削減に
結び付けていきたい。

課題①の公債費負担対策について、地方債残高総額約３０４億円（普通会計１７０、公営企業１３４）の地方債残高を平成２７年度末
に２１０億円程度まで削減する計画である。このため、縁故資金の繰上償還を１８年度に２９３百万円実施し、１９年度も１７３百万
円予定している。政府資金の繰上償還も積極的に行い後年度公債費負担を軽減したい。また、普通会計の新規起債発行を統合保育園建
設年度を除き償還元金の６割程度に抑制したい。公営企業は、２１年度で下水道整備が完了予定のため、２２年度以降は償還元金の３
割程度に抑える計画であり、これにより③の繰出金削減も図りたい。

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ

　　　に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

７　その他

４　地方税の徴収率の向上、売却可能資産
　の処分等による歳入の確保

５　地方公社の改革や地方独立行政法人へ
　の移行の促進

○　行政評価の導入

６　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政改革や財政状況に関する情報公開

○　公会計の整備

項　　　目
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Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果
１　主な課題と取組及び目標

　注　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

231 230 216 209 198 198 192 187 186 182

-3 -1 -14 -7 -11 -36 0 -6 -5 -1 -4 -16

職員数のうち一般行政職員数 214 215 204 200 190 190 184 180 179 175

増減数 -1 1 -11 -4 -10 -25 0 -6 -4 -1 -4 -15

職員数のうち教育職員数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

増減数 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

職員数のうち警察職員数

増減数

職員数のうち消防職員数

増減数

職員数のうち技能労務職員数 13 11 8 5 4 4 4 3 3 3

増減数 -1 -2 -3 -3 -1 -10 0 0 -1 0 0 -1

－ － － 21.0 21.9 21.3 20.4 19.7 18.7 18.0

0.9 0.9 -0.6 -0.9 -0.7 -1.0 -0.7 -3.9

16,345 16,225 16,202 16,874 17,021 16,647 15,845 15,276 14,547 13,880

-1,274 -120 -23 672 147 -598 -374 -802 -569 -729 -667 -3,141

1,938 1,931 1,853 1,626 1,581 1,513 1,479 1,436 1,397 1,380

20 27 105 332 377 861 68 102 145 184 201 700

1,413 1,403 1,385 1,446 1,311 1,340 1,323 1,305 1,288 1,270

70 80 98 37 172 457 -29 -12 6 23 41 29

13 16

3 3

　注１　歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 1,321 729

　　２　「課題」欄については、「１　主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

　　３　改善額については、原則として、計画期間中(又は計画前５年間)の当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後の計画期間中(又は計画前５年間)も継続するものとして、 16.9
　　　各年度の改善額を計上すること。

    ４　計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前５年間の改善額の合計については「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　　５　「計画前５年間改善額　合計」欄及び「改善額　合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。

　　６　３による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内（又は

　　　計画前５年間）を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内（又は計画前５年間）を通じた改善額を「計画合計」欄（又は「計画前５年間実績」欄）に計上すること。またその場合の

　　　改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。

　　７　「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５　繰上償還希望額」に記入した「旧資

　　　金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　　８　必要に応じて行を追加して記入すること。

行政管理経費（物件費）

改善額

スキー場会計繰出金経費（運営費分）

改善額

改善額

計画前５年間改善額　合計

計画合計

職員数

増減数

計画前５年度
実　績

項　　目

実　　　　　績 目　　　　　標

地方債現在高

1

実質公債費比率

増減

課　題

増減

３　公営企業会計に対する基準外繰出しの解消

４　その他

スキー場事業繰出金は指定管理者制度導入による運営費の減と平成18,19年度において約3億円の地方債繰上償還により大幅に減少した。上下水道事業繰出金は、合併時
の使用料値上げにより減少したが、今後も定期的な見直しと維持管理経費削減、繰上償還の実施等によりさらに削減したい。

合併による事務事業の見直しや指定管理者制度の導入等によって、物件費（行政管理経費）を16年度の通常ベース（17年度合併経費除く）から約７千万円削減したが、
19年度はバス運行経費が通年予算となった事や固定資産土地評価事務委託等(４千万円)により経費が増額となったが20年度以降は委託料や使用料等の徹底的な削減と職
員の意識改革、行政評価導入等によりさらに７千万円削減することを目標とする。

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　公債費負担の健全化（地方債発行の抑制等）

課　題 取 組 及 び 目 標
職員数は早期退職勧奨制度、新規採用抑制により合併前２４１人（公営企業含む）を集中改革プランの目標年度（２１年度）に２００人、当計画の最終年度（２３年
度）に１９５人（普通会計１８２、公営企業等１３）とする計画であり、現在計画どおりに進行している。職員給与は合併時に給与水準の切り下げを実施したが、今後
も給与構造の見直しや退職時特昇の廃止等を継続し、人件費総額の削減を図っていく。

全地方債残高を２７年度までに３割減らすことを目標に、新規起債発行を普通会計は償還元金の６割程度に、公営企業は２２年度以降３割程度に抑制する計画である。
また、縁故資金、政府資金の繰上償還を積極的に実施する。

4

3

改善額

改善額

（単位：人、百万円）

改 善 額　　合　計

（参考）補償金免除額

人件費(退職手当を除く。)

改善額
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